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船舶事故調査報告書 

 

令和２年１０月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和２年３月１日 １１時０７分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷市水島港検疫錨地西方沖 

 水島港西１号防波堤灯台から真方位２２０°２.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°２６.４′ 東経１３３°４２.３′） 

事故の概要 貨物船DONAU
ﾄ ﾞ ﾅ ｳ

 K
ｹｰ

は、左転して南進中、浅所に乗り揚げた。 

DONAU K は、船尾船底部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 令和２年３月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 DONAU K（ケイマン諸島籍）、３３,１２６トン 

９６１５７５５（ＩＭＯ番号）、SILVER MILD MARITIME S.A.（船舶

所有者）、ケイラインローローバルクシップマネージメント株式会

社（船舶管理者） 

１９７.００ｍ×３２.２６ｍ×１８.１０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、８,６３０kＷ、２０１２年６月１日 

 乗組員等に関する情報 船長（中華人民共和国籍） 男性 ４７歳 

 船長免状（中華人民共和国発給） 

  交付年月日 ２０１８年８月３１日 

        （２０２３年８月３１日まで有効） 

 締約国資格受有者承認証 船長（ケイマン諸島発給） 

交付年月日 ２０１９年８月５日 

      （２０２３年８月３１日まで有効） 

水先人Ａ 男性 ６５歳 

内海水先区一級水先人水先免状 

  免 許 年 月 日 平成２２年６月２５日 

  免状交付年月日 平成２７年６月１日 

  有効期間満了日 令和２年６月２４日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船尾船底部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期、潮流 西流約２ノット
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（kn） 

 事故の経過 本船は、船長ほか２０人（全員中華人民共和国籍）が乗り組み、水

島港玉島外貿ふ頭（以下「本件ふ頭」という。）に空船状態で着岸し

ており、令和２年３月１日０９時４３分ごろ、水先人Ａ及び別の水先

人（以下「水先人Ｂ」という。）が乗船後、１０時００分ごろオース

トラリア連邦に向け、本件ふ頭を出港した。 

水先人Ａは、電子海図表示装置（ＥＣＤＩＳ）のデータを表示させ

た携帯型タブレット（以下「本件タブレット」という。）を用いて水

先業務に当たり、船長は操舵スタンド右側にあるレーダーの前で操船

指揮をとり、航海士を船橋主機操縦装置に、甲板手を操舵にそれぞれ

当たらせ、本船を南進させた。 

本船は、水先人Ｂが休憩を取る目的で降橋した後、１０時１９分ご

ろ約６kn の速力（対地速力、以下同じ。）で水島港内を航行、１０時

４６分ごろ約１０kn の速力で水島港港内航路に入航し、１０時５１分

ごろ、水島航路の途中から右転して塩飽
し わ く

諸島北側の海域（以下「本件

海域」という。）を航行し始め、本件海域を西進した。 

水先人Ａは、１０時５５分ごろ、水島港検疫錨地南方の錨泊船（以

下「錨泊船Ａ」という。）を船首方約１,７００ｍに視認したあと、左

舷船首方約２.１Ｍに東進する船舶（以下「本件東航船」という。）を

認めた。 

水先人Ａは、１０時５６分ごろＶＨＦ無線電話（以下「ＶＨＦ」と

いう。）で、本件東航船に右舷対右舷で航行したいと伝えたが、本件

東航船からは左舷対左舷で航行したいとの回答がありこれに同意して

１０時５８分ごろ錨泊船Ａとの横距離をとる目的で進路を右に５°取

り針路（真針路、以下同じ。）２８４°とした。 

本件東航船は、右に進路を取り、東進した。 

水先人Ａは、１０時５９分ごろ本船が１３.５kn の速力で錨泊船Ａ

を左舷側約３００ｍに見て通過したあと、１１時００分ごろ、左舷船

首方約１,６００ｍに別の錨泊船（以下「錨泊船Ｂ」という。）を認

め、潮流が西流で約２knあり、錨泊船Ｂまでの距離が近いと感じた。 

水先人Ａは、本件タブレットで錨泊船Ｂと海図上の沖ノ石との距離

を測定すると約１,０００ｍあったので、錨泊船Ｂを左舷側に見て航

行したあと左舵を取れば、沖ノ石を避けることができると思った。 

水先人Ａは、１１時０１分ごろ本件東航船と左舷対左舷で通過し、

１１時０４分ごろ、錨泊船Ｂの北側約１００ｍを通過した後、左舵２

０°から左舵一杯を取り、周囲の状況を確認する目的で一時的に舵を

中央に戻した後、再び左舵２０°を取って左回頭を行った。 

水先人Ａは、１１時０６分ごろ、ＥＣＤＩＳの浅水域接近警報が鳴

った直後、舵を中央に戻した際、海上保安庁からＶＨＦで本船の前方

に浅所があるとの連絡を受け、同浅所を避けていると回答し、当て舵
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として右舵１０°に続き右舵一杯を取って針路１９４°とした。 

水先人Ａは、１１時０７分ごろ船底から異音を聞き、浅所に乗り揚

げたと判断して船長にバラストタンクの測深を行うよう助言し、本船

を南南西進させた。 

水先人Ａは、１１時０８分ごろ海上保安庁からＶＨＦで海図上の水

深４.１ｍにかなり近づいており、何かあれば通報されたいとの連絡

を受け、水先人ＡはＶＨＦでバラストタンクを確認している旨の説明

を行った。 

本船は、１１時５０分ごろ香川県丸亀市手島西方沖に投錨した。 

（付図１ 航行経路図、付図２ 航行経路図（拡大）、付表１ 本船

のＡＩＳ記録（抜粋）、写真１ 本船の損傷状況 参照） 

その他の事項 本船の喫水は、船首約４.７ｍ、船尾約６.８ｍであった。 

本船は、軽荷状態の全速力における左舵一杯時の旋回横距*1は３０

０ｍ、旋回縦距*2が５４０ｍであった。 

備讃瀬戸西部の交通としては、法定航路への入航及び出航のほか、

水島港から塩飽諸島の北側の海域を経て香川県三豊
み と よ

市三埼に至る交通

があり、備後灘航路第７号灯浮標を中心に収斂
しゅうれん

、交差する流れがあ

る。 

水先人Ａは、パイロットインフォメーションカードを用いて水島港

出港から水島航路、備讃瀬戸北航路を経由し来島海峡を通峡して大分

県大分市関埼東方沖に至る航海計画（以下「事前説明時の航海計画」

という。）を説明した後、船長が三原瀬戸航行の経験があることを聞

き、水先時に三原瀬戸を航行することの了承を船長から得た。 

水先人Ａは、船長から三原瀬戸航行の承認を得た際、三原瀬戸から

水島港に入港する際は本件海域を航行することが多いので、船長に本

件海域の航行経験があると思い、本件海域の航海計画についての説明

は行わなかった。 

水先人Ａは、水先時に本件海域を経て三原瀬戸を航行することによ

り、水島航路、備讃瀬戸北航路を航行して来島海峡を航行する場合に

比べ、来島海峡を航行する際の時間調整をする必要がなく航海時間が

約２５分短縮でき、水島港から本件海域を経て三原瀬戸を航行して関

埼に至る航海計画を２月２９日に作成していた。 

水先人Ａは、本件タブレットに操船計画（以下「本件操船計画」と

いう。）を入力していた。（図１参照） 

 

 

                             
1
 「旋回横距」とは、転舵時の船の重心位置から９０°回頭したときの船体重心の原針路からの横移

動距離をいう。 
2
 「旋回縦距」とは、転舵時の船の重心位置から９０°回頭したときの船体重心の原針路上での縦移

動距離をいう。 
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図１ 本件タブレットの画面 

 

水先人Ａは、錨泊船Ａが本船の左舷側を通過した直後に本件操船計

画に基づいて進路を修正して航行するべきだったと本事故後に思っ

た。 

水先人Ａは、錨泊船Ｂの左舷側を通過した後、錨泊船Ｂと沖ノ石の

間を左舵一杯で回頭していれば、沖ノ石の回避は可能であったと本事

故後に思った。 

本件タブレットは、時間表示に本件タブレットのコンピュータ時計

の時間を表示しており、ＡＩＳの時間より遅れていた。 

船長は、本船に乗船して６か月であり、本件海域、三原瀬戸、水島

航路及び備讃瀬戸北航路をそれぞれ２回航行した経験を有していた。 

船長は、本船が空船であったので水先人Ａが本件海域を航行したの

だと思い、水先人Ａに事前説明時の航海計画と異なる本件海域を航行

し始めた意図を確認しなかった。 

内海水先区水先約款には、船長の協力義務は次のとおり定められて

いる。 

第１２条 船長は、水先人の操船上の助言が確実かつ迅速に実行され

ているか否かを常に確認するものとする。 

２ 船長は、一般見張りを厳重に行い、港内又は特殊な水域航行中は

適当な場所に見張員を配置し（レーダーを装備する船舶にあって

は、これを活用する。）異常を認めたときは速やかに水先人に通知

するものとする。 

３ 船長は、常に機関及び錨を使用できるようにしておくものとす

る。 

４ 船長は、水先人が業務を安全に遂行するため、引船の使用その他

についての水先人の要求に対して協力するものとする。 

分析  

 乗組員等の関与 

  

あり 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

なし 

なし 

本船は、本件海域を西進中、水先人Ａが、錨泊船Ｂと沖ノ石間の距

離を測定して航行できると思い、錨泊船Ｂを左舷側に見て通過直後に

左舵２０°から左舵一杯を取り、周囲の状況を確認する目的で一時的

に舵を中央に戻して再び左舵２０°を取り、回頭が緩慢になったこと

から、沖ノ石を回避中に浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

水先人Ａは、錨泊船Ａとの横距離を取ろうと思い、針路を右に５°

取り２８４°として航行したことから、本件東航船の左舷側を通過す

るころ、錨泊船Ｂを左舷船首方至近に見るようになり、錨泊船Ｂと接

近する恐れがあると感じ、本件操船計画によらず錨泊船Ｂを左舷側に

見て航行したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、本件海域を西進中、水先人Ａが、錨泊船Ｂと沖

ノ石間の距離を測定して航行できると思い、錨泊船Ｂを左舷側に見て

通過直後に左舵２０°から左舵一杯を取り、周囲の状況を確認する目

的で一時的に舵を中央に戻して再び左舵２０°を取り、回頭が緩慢に

なったため、沖ノ石を回避中に浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・水先人は、運動性能に余裕のある操船を行うこと。 

・水先人は、船長の航行海域の経験に関わらず、船長に対して航行

する水先の航海計画の説明を行い、船長の了承を得ること。 

・水先人は、避航の目的で一時的に操船計画から離れても、避航後

は直ちに操船計画に従って航行すること。 

・船長は、航海中、水先に疑問がある場合には水先人に航行意図を

確認すること。 
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付図１ 航行経路図 
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付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方

位は真方位である。 

時 刻 

(時:分:秒) 

船位※ 
対地針路※ 

（゜） 

船首方位※ 

（゜） 

対地速力

（kn） 北 緯° 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

10:20:16 34-29-26.8 133-41-11.4 176.1 166 6.4 

10:30:06 34-28-28.5 133-42-32.4 114.5 110 10.6 

10:40:05 34-27-48.5 133-44-23.5 116.9 115 9.9 

10:50:02 34-26-41.8 133-45-49.8 145.7 156 10.5 

10:51:05 34-26-32.0 133-45-53.7 172.4 186 9.7 

10:52:05 34-26-22.8 133-45-50.7 207.9 218 9.7 

10:53:05 34-26-15.9 133-45-42.1 237.4 253 10.2 

10:54:05 34-26-14.0 133-45-35.7 256.0 264 10.3 

10:55:05 34-26-13.5 133-45-16.2 272.5 277 11.7 

10:56:05 34-26-14.9 133-45-01.6 278.3 279 12.4 

10:57:05 34-26-16.8 133-44-46.4 279.0 280 12.9 

10:58:06 34-26-19.1 133-44-30.7 281.9 284 13.2 

10:59:06 34-26-22.2 133-44-14.9 283.5 285 13.5 

11:00:05 34-26-25.4 133-43-58.9 283.3 285 13.7 

11:01:05 34-26-28.6 133-43-42.8 283.8 285 13.8 

11:02:06 34-26-32.0 133-43-26.7 282.8 280 13.7 

11:03:06 34-26-34.6 133-43-10.4 280.3 279 13.7 

11:04:05 34-26-37.1 133-42-54.4 281.9 275 13.7 

11:05:05 34-26-38.2 133-42-38.6 262.8 243 12.5 

11:06:05 34-26-33.8 133-42-25.7 234.4 209 10.9 

11:07:05 34-26-25.7 133-42-18.9 201.5 194 9.4 

11:08:05 34-26-16.7 133-42-14.0 212.9 215 10.2 

11:09:05 34-26-08.6 133-42-05.7 226.0 224 10.9 

11:10:05 34-26-01.1 133-41-55.4 229.0 225 11.6 
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写真１ 本船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               船尾船底部フレームＮｏ.１２に擦過傷 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船尾船底部フレームＮｏ.４４に擦過傷 

 

 


